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わ力lさ夢ムック最新刊

肛 ツ
藤 1

ｔ
，

ァ

E 腰

首

と

の

児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
改
正
は
必
要
か

、性欲を刺激する姿な
(動画や画像)を所持、

18歳未満の児童の裸や性行為
どを記録した写真や電磁的記録
保管してはならない

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持
した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
に処する

インターネット事業者は、児童ポルノの所持や提供など
の行為によって被害が拡大すると、児童の権利回復が
困難になることから、捜査機関への協力や、児童ポルノ
の情報送信を防止する措置などを請じるよう努める

政府は漫画、アニメ、コンピューターを利用して作成さ
れた映像や写真などと、児童の権利を侵害する行為と
の関連性に関する調査研究を進める。ネツトを利用した
児童ポ)レノ情報の閲覧などを制限するための技術開
発を促す。法施行後3年をめどに必要な措置を請ずる

憲
法
の

「表
現
の
自
由
」
で

保
障
さ
れ
た
国
民
の
知
る
権
利

が
制
限
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と

し
て
反
発
の
あ
る

「
特
定
秘
密

保
護
法
案
」
。
そ
の
陰
で
、
漫

画
塚
や
出
版
業
界
な
ど
が
同
様

に

「表
現
の
自
由
が
侵
害
さ
れ

る
」
と
強
く
反
対
す
る
法
案
が

あ
る
。所

持
に
も
処
罰

「
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
改
正

案
」
。
自
民
、
公
明
両
党
、
日

本
維
新
の
会
が
５
月
に
共
同
で

衆
院
に
提
出
、
継
続
審
議
と
な

っ
て
お
り
、
近
く
取
り
扱
い
が

話
し
合
わ
れ
る
見
通
し
だ
。

現
行
法
は
い
１８
歳
未
満
の
裸
、

性
行
為
を
写
し
た
写
真
、
動
画

な
ど
の
児
童
ポ
ル
ノ
を
製
造
、

提
供
す
る
こ
と
を
禁
上
し
て
い

る
。
改
正
案
は
こ
れ
ら
を
単
純

に
個
人
で
所
持
す
る
こ
と
も
禁

上
し
、
性
的
好
奇
心
を
満
た
す

目
的
で
所
持
し
た
場
合
に
は
処

罰
の
対
象
と
す
る
。
さ
ら
に
付

則
の
検
討
事
項
で
、
漫
画
や
ア

ニ
メ
な
ど
架
空
の
人
物
を
描
く

創
作
物
に

つ
い
て
も
性
犯
罪
と

の
因
果
関
係
を
調
べ
、
改
正
後

３
年
を
め
ど
に
「
必
要
な
措
置
」

を
取
る
と
し
て
い
る
。

「
ド
ラ
え
も
ん
の
し
ず
か
ち

ゃ
ん
の
入
浴
シ
ー
ン
は
児
重
ポ

ル
ノ
な
の
か
」

「
自
分
の
子
ど

も
の
水
浴
び
や
授
乳
の
写
真
を

持

つ
の
も
違
法
か
」

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
は
法

改
正
を
懸
念
す
る
ア

ニ
メ
フ

ァ

ン
ら
が
こ
ん
な
書
き
込
み
を
し

て
い
る
。
そ
も
そ
も
児
童
ポ
ル

ノ

の
定

義

に

暖

昧

さ

が
残

る

上
、
漫
画
や
ア

ニ
メ
に
制
限
が

及
ハ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
関

係

者

の

不
安

を
あ

お

っ
て

い

る
。元

警
察
官
僚
で
、
改
正
推
進

派
の
平
沢
勝
栄

“
自
民
党
衆
院

議
員
は
こ
う
し
た
書
き
込
み
を

「
荒
唐
無
糟
な
極
論
」
と

一
笑

に
付
し
た
上
で

「
子
ど
も
に
見

せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
漫

画
や
ア

ニ
メ
が
あ
る
の
は
確
か

だ
」
と
反
論
す
る
。

実
際
、
氾
濫
す
る
児
童
ポ
ル

ノ
の
実
態
は
深
刻
だ
。
今
年
上

半
期

（
１

，
６
月
）
の
児
童
ポ

ル
ノ
の
製
造
や
流
通
な
ど
の
摘

発

件

数

は
全

国

で
７

６

３
件

と
、
統
計
の
残
る
２
０
０
０
年

Ⅸ
降
で
最
も
多
い
。

「
個
人
の
所
持
も
処
罰
し
な

い
と
、
被
害
者
を
救
済
で
き
な

い
。
ネ

ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ

画
像
は
１
９
８
０
年
代
の
も
の

も
あ
る
」
。
子
ど
も
と
女
性
を
性

犯
罪
か
ら
守
る
活
動
を
行
う
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人

「
ポ
ラ
リ
ス
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
　
ジ

ャ
パ
ン
」
（
東
京
）

の
藤
原
志
帆
子
代
表
＝
十
勝
管

内
池
田
町
出
身
＝
は
訴
え
る
。

団
体
に
相
談
を
寄
せ
た
３０
代

●

　

・

●

女
性
は
４
～
１２
歳
の

こ
ろ
、
親

類
に
性
的
行
為
を
強
要
さ
れ
、

そ
の
様
子
を
ビ
デ
オ
で
撮
影
さ

れ
た
。

「
勃
画
が
ネ

ッ
ト
上
に

あ
る
の
で
は
」
と
の
恐
怖
か
ら
、

成
人
後
も
家
の
パ
ソ
コ
ン
で
検

索
を
続
け
、
外
出
も
怖
く
な

っ

た
と
い
う
。

海
外
で
は
欧
米
な
ど
先
進
国

の
大
半
が
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持

共
同
文
書
を
発
表
し

た
東
京
―
北
京
フ
オ

ー
ラ
ム
の
全
体
パ
ネ

ル
討
議

（
鈴
木
徹
撮

影
）

ィ
ア
に
く
ぎ
を
刺
し

た
。フ

ォ
ー
ラ
ム
は
日

本
の
民
間
団
体
「言

論
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
中
国
紙
チ

ャ
イ
ナ

・
デ
ー
リ
ー
が
主

催
。
日
本
か
ら
明
石
康
元

国
連
事
務
及
長
、
宮
本
雄

二
元
駐
中
国
大
使
ら
、
中

国
か
ら
魏
建
Ｈ
元
商
務
久

官
、
徐
敦
信
元
外
務
次
官

な
ど
両
国
の
政
影
界
人
―

研
究
者
ら
約
６０
人
が
参
加

し
た
。

‐
■

を
禁
上
し
て
い
る
。
日
本
の
法

規
制

へ
の
取
り
組
み
は
遅
れ
て

お
り
、
現
行
法
が
施
行
さ
れ
た

の
は
９９
年
。
子
ど
も
の
性
的
搾

取
を
テ
ー
マ
に
し
た
９６
年
の
国

際
会
議
で
「
児
童
ポ
ル
ノ
大
国
」

と
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
だ

つ
た
。
日
本
ユ
ニ
セ
フ
協
会
は

「
法
改
正
は
日
本
が
児
童
ポ
ル

ノ
撲
滅
を
世
界
に
宣
言
す
る
意

釈
放
要
求
の

中
国
紙
謝
罪

「事
実
で
な
い
報
道
」

【
広
州
共
同
】
中
国
広

東
省
の
地
元
紙
「
新
快
報
」

は
２７
日
の
１
面
で
、
中
国

企
業
の
不
正
疑
惑
を
報
じ

て
公
安
当
局
に
拘
束
さ
れ

た

同

紙

記
者

に

つ
い

て

「
警
察
の
調
査
に
よ
り
、

他
人
か
ら
金
銭
を
受
け
取

り
大
量
の
事
実
で
な
い
報

道
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な

っ
た
」
と
し

て
、
全
面
的
に
謝
罪
す
る

記
事
を
掲
載
し
た
。

同
紙
が
２３
、

２４
両
日
の

１
面
で
記
者
釈
放
を
要
求

し
た
こ
と
に
つ
い
て
も

「下
画
刀
歓
け
去
警
上
９
、

日
本
雑
誌
協
会
な
ど
も
批
判
声

明
を
出
し
て
い
る
。

９
月
　
　
　
　
　
　
　
　
高

麗
大

の
　

　

　

　

　

　

　

法

学
）
に
よ
る
と
、
韓
国
で
は
■

年
の
法
改
正
で
漫
画
や
ア

ニ
メ

な
ど

へ
の
規
制
を
始
め
、
姥
年

の
児
童
ポ
ル
ノ
の
摘
発
件
数
が

約
２
２
０
０
件
と
前
年
の
２０
倍

に
急
増
。
中
に
は
議
論
が
分
か

れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
ア

ニ
メ

制
作
者
な
ど
大
勢
の
若
者
の
失

職
に
も

つ
な
が

っ
た
と
い
う
。

東
京
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品

の
デ

ザ

イ

ナ

ー
ら

で

つ
く

る

「
女
子
現
代
メ
デ

ィ
ア
文
化
研

究
会
」
の
山
田
久
美
子
共
同
代

表
＝
札
幌
市
出
身
＝
は

「
児
童

ポ
ル
ノ
は
、
実
在
す
る
子
ど
も

，
の
性
虐
待
を
記
録
し
た
画
像
な

ど
に
限
定
を
」
と
強
調
す
る
。

東
京
都
か
ら
「
不
健
全
図
書
」

指
定
を
２
度
受
け
た
漫
画
家
山

本
直
樹
氏
＝
渡
島
管
内
福
島
町

出
身
＝
は
言
う
。

「
法
規
制
は

国
に
よ
る
道
徳
の
押
し

つ
け
で

は
な
い
か
。
子
ど
も
を
性
犯
罪

か
ら
守
る
た
め
に
は
、
児
童
相

談
所
の
職
員
を
増
や
す
な
ど
や

る
べ
き
こ
と
が
あ
る
」

子
ど
も
の
人
権
と
、
表
現
の

自
由
を
と
も
に
守
る
方
策
は
な

い
の
か
。
賛
否
両
派
の
主
張
に

隔
た
り
が
大
き
い
だ
け
に
、
慎

重
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。

（
上
村
衛
）

尖
閣
の
対
話
開
始
要
求

日
中
シ
ン
ポ
不
戦
誓
い
共
同
文
書

【
北
京
鈴
木
徹
】
日
中

の
有
識
者
が
両
国
関
係
の

あ
り
方
を
討
議
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

「
東
京
卜
北
京

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
２７
日
、

両
国
政
府
に
沖
縄
県

・
尖

閣
諸
島
を
め
ぐ
る
対
話
の

開
始
や

「
不
戦
の
蓄
い
」

な
ど
を
求
め
る
共
同
文
書

「
北
京

コ
ン
セ
ン
サ
ス
」

を
発
表
し
、
閉
幕
し
た

。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
２６
日
か

ら
北

京

で

開

か

れ

て

い

た
。
前
日
の
分
科
会
論
議

を
踏
ま
え
た
共
同
文
書
で

は
①
事
態
の
過
激
化
、
国

民
感
情
の
悪
化
を
抑
え
込

む
②
対
立
や
課
題
が
あ

っ

て
も
戦
争
に
道
を
開
く
行

動
は
選
ば
な
い
③
尖
閣
諸

島
を
め
ぐ
る
話
し
合
い
を

始
め
、
偶
発
的
衝
突
を
回

避
す
る
危
機
管
理
メ
カ

ニ

ズ
ム
を
つ
く
る
④
歴
史
の

事
実
を
客
観
的
に
受
け
止

め
て
教
訓
を
く
み
取
る
―

の
４
項
目
の
実
行
を
両
政

府
に
求
め
た
。
当
初
、
中

国
側
は
共
同
文
書
策
定
に

難
色
を
示
し
た
が
、
最
終

的
に
日
本
政
府
に
歴
史
認

識
問
題
へ
の
対
処
を
求
め

る
一
方
、
中
国
側
に
は
政

治
対
話
に
無
条
件
で
応
じ

る
よ
う
促
す
内
容
と
な
っ

た
。
中
国
側
主
催
者
の
趙

啓
正
・
元
国
務
院
新
聞
弁

公
室
主
任
は

「両
国
民
衆

の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

同
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

講
演
し
た
福
田
康
夫
元
首

相
は
、
国
民
感
情
の
改
善

が
急
務
だ
と
指
摘
し
た
上

で

「日
本
は
歴
史
認
識
問

題
を
克
服
す
る
こ
と
が
、

国
際
社
会
で
生
き
残
る
か

孤
立
す
る
か
の
分
岐
点
に

な
る
」
と
強
調
。中
国
側
に

対
し
て
は

「
反
日
デ
モ
で

日
中
協
力
に
努
力
し
て
き

た
企
業
ま
で
襲
わ
れ
、
日

本
国
民
は
驚
き
、
怒

っ
た
」

と
指
摘
し

、
反
日
世
論

を

あ
お
る
中
国
政
府
と
メ
デ

１
面
か
ら
続
く

税
に
は
、
そ
も
そ
も
集
め

た
お
金
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
な

ど
を
提
供
し
、
富
め
る
人
々

か
ら
貧
し
い
人
々
に
所
得
を

移
転
、
不
平
等
を
小
さ
く
す

る
再
分
配
機
能
が
あ
る
。

若
者
で
拡
大

厚

生

労

働

省

の
調

査

で

は
、
２
０
１
１
年
に
税
や
社

会
保
障
を
使

っ
て
所
得
を
再

分

配

し

た
後

の

所
得

格

差

経
済
協
力
開
発
機
構

（
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
の
調
べ
で
も
、
日

本
の
所
得
格
差
は
加
盟
Ｍ
カ

国
中
１０
番
目
に
大
き
く
、
所

得
の
少
な
い
人
ほ
ど
負
担
の

重
く
な
る
逆
進
的
な
消
費
税

【増
税
は
再
分
配
機
能
を
さ
ｂ

に
弱
め
か
ね
な
い
。

地
元
客
が
６
割
を
占
め
、

鮮
魚
店
や
青
果
店
な
ど
関
店

が
軒
を
連
ね
る
和
商
市
場
で

は
、
売
上
高
が
４０
億
円
を
切

り
、
最
盛
期
の
半
分
盟
下
。

電
気
料
金
は
値
上
が
り
、
安

売
リ
ス
ー
パ
ー
の
出
店
攻
勢

帯
２
４
０
０
万
人
に
１
万
円

を
支
給
、
う
ち
老
齢
年
金
支

給
世
帯
な
ど
１
２
０
０
万
人

に
５
千
円
を
上
乗
せ
す
る
。

一
度
限
り
の
措
置
で
、
灯
油

な
ど
の
使
用
量
の
多
い
道
内

へ
の
配
慮
は
な
い
。

軽
減
見
え
ず

食
料
品
な
ど
の
税
率
を
抑

え
る
軽
減
税
率
を
導
入
す
れ

ば
、
負
担
は
あ
る
程
度
和
ら

ぐ
。

，た
だ
、
来
春
の
導
入
は

見
送
ら
れ
、

１５
年
Ю
月
に
税

率
が
１０
％
に
な
る
時
点
で
実

現
す
る
か
も
未
定
。
日
用
品

と
ぜ
い
た
く
品
の
線
引
き
を

ど
う
す
る
か
、
目
減
り
す
る

初
収
を
ど
う
補
う
か
な
ど
課

題
は
多
く
、

一
筋
縄
で
は
い

漫
画
・ア
ニ
メ
制
限
の
恐
れ

味
で
も
必
要
」
と
主
張
す
る
。

「文
化
の
危
機
」

一
方
、
日
本
漫
画
家
協
会
は

今
年
５
月
に

「
日
本
の
員
重
な

文
化
的
土
壌
が
危
機
的
に
変
質

さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
非
常
に

高

い
」
と
漫
画
な
ど

へ
の
法
規

制
に
反
対
す
る
意
見
を
発
表
。

工
よ
、

ヘ
ロ
十
Ｐ

，
こ
庁
訂
ｒ

ヽ
多
そ
ア

・フ

　

一よ

う

，Ｒ

ふヽ

ヽ

ｏ

ーレ配弱め格差さら,ヒ

スを_ユ ~

子
勁

レセンH
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